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西脇市中小企業・小規模企業振興条例（案）  説明資料  

 

 

１  条例制定の趣旨  

  西脇市中小企業・小規模企業振興条例は、市政の柱の一つとして

中小企業・小規模企業の振興に取り組む姿勢を明確化するものであ

り、中小企業・小規模企業の振興における基本理念や市が取り組む

べき施策の基本方針等を定め、より効果的な支援を目指します。  

また、市のみならず、中小企業者及び小規模企業者、経済振興団

体、金融機関、大企業者、市民の各主体が、地域社会における中小

企業・小規模企業の重要性について認識を共有し、社会全体で連携  

・協力して支援に当たることを求めるため、この条例を制定するも

のです。  

 

 

２  条例制定の背景  

  市内事業所の大多数は、中小企業・小規模企業であり、地域経済

にとって重要な役割を果たしており、経済活動とともに従業員の所

得や雇用、消費など市民生活の全般にわたり大きな影響を与えてい

ることは言うまでもありません。  

こうした中で、中小企業・小規模企業を取り巻く環境は、人口減

少や少子高齢化といった社会構造の変化に加え、産業構造の変化、

さらには消費者ニーズの多様化、グローバル競争の激化といった経

営環境の変化にも直面しています。  

西脇市の発展に大きく関わる中小企業・小規模企業の重要性に鑑

み、地域を挙げて、より一層効果的な中小企業・小規模企業に関す

る振興策を実施していくことが必要です。  

そのため、その位置付けを明確にし、発展方向を示す 西脇市中小

企業・小規模企業振興条例は、大きな意義を持つものであり、西脇

市の将来を見据えて条例を制定し、中小企業・小規模企業を軸に産

業振興を進めることが重要となります。  
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目的（第１条）  

 

第１条  この条例は、中小企業・小規模企業が本市において果たす

役割の重要性に鑑み、中小企業・小規模企業の振興に関し基本理

念を定め、市の責務等を明らかにするとともに、中小企業・小規

模企業の振興に関する施策を総合的に推進し、地域経済の持続的

な発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。  

【解説】  

目的規定は、条例の立法目的を簡潔に表現したもので、条例全体

の解釈や運用の指針となるものです。  

この条例は、中小企業・小規模企業の振興に関する基本的な方向

性や姿勢を定めたものであり、いわゆる「理念条例」と呼ばれるも

のです。市の責務等を明確にし、中小企業・小規模企業の活性化を

図ることにより、本市の地域経済の持続的な発展と市民生活の向上

につなげていくことを目的とします。  

 

定義（第２条）  

 

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。  

 ⑴  中小企業者  中小企業基本法（昭和 38年法律第  154号。以下

「法」という。）第２条第１項各号に規定する中小企業者であ

って、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。  

 ⑵  小規模企業者  法第２条第５項に規定する小規模企業者であ

って、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。  

 ⑶  経済振興団体  商工会議所その他の中小企業・小規模企業の

振興を目的とする団体であって、市内に所在するものをいう。  

 ⑷  金融機関  銀行、信用金庫その他の金融業を行う者及び信用

保証協会で市内に所在するものをいう。  

⑸  大企業者  中小企業者及び小規模企業者以外の企業であって、  

市内に事務所又は事業所を有するものをいう。  

【解説】  

   条例全体にわたって使用する用語の意味を明確にし、共通理解が

図れるように、「中小企業者」、「小規模企業者」、「経済振興団

体」、「金融機関」及び「大企業者」について定義しています。  

  第１号の「中小企業者」及び第２号の「小規模企業者」 とは、中

小企業基本法の規定によるものです。なお、「中小企業」・「小規

模企業」と「中小企業者」・「小規模企業者」の違いについては、

「中小企業」・「小規模企業」は中小の企業を包括的、総称的に指
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す場合に用い、「中小企業者」・「小規模企業者」は個別具体の会

社や個人を指す場合に用います。  

第３号の「経済振興団体」とは、商工会議所、商店街振興組合、

（公財）北播磨地場産業開発機構、各種業界団体など、主として中

小企業・小規模企業の振興を目的とする団体で、市内に所在するも

のを指し、法人格の有無を問わず、任意団体も含みます。  

第４号の「金融機関」とは、銀行、信用金庫、信用協同組合をは

じめ、労働金庫、農業協同組合の預貯金取扱金融機関ほか、信用保

証協会といった関係機関を指します。  

第５号の「大企業者」とは、第１号及び第２号で定義した者以外

の企業者を指します。  

 

 【参考】  

◆「市民」とは、西脇市自治基本条例第２条第１号の規定によるも

のとしています。  

⑴  市民  市内に居住する者並びに市内で働く者、学ぶ者、活動

するもの及び事業を営むもの並びに市の政策等に直接利害関係

を有すると市長が認めるものをいいます。  

 

 ◆中小企業者及び小規模企業者の定義（中小企業基本法第２条）  

業   種  

中小企業者 
 

小規模企業者 

資本金の額又は 

出資の総額 

常用雇用する 

従業員 

常用雇用する 

従業員 

①製造業、建設業、運輸業、その 

他の業種（②～④除く業種） 
３億円以下  300 人以下  20 人以下  

②卸売業 １億円以下  100 人以下  ５人以下  

③サービス業 5,000 万円以下  100 人以下  ５人以下  

④小売業 5,000 万円以下  50 人以下  ５人以下  

 

基本理念（第３条）  

 

第３条  中小企業・小規模企業の振興は、次に掲げる事項を基本理  

念として行われなければならない。  

 ⑴  中小企業者及び小規模企業者の創意工夫及び自主的な努力を

基にして推進されること。  

⑵  本市に存する多様な技術、特色ある地域資源等を積極的に活

用することにより、中小企業者及び小規模企業者の成長発展及

びその事業の持続的発展が図られること。  

⑶  市、中小企業者、小規模企業者、経済振興団体、金融機関、  
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大企業者及び市民が相互に連携して、協力の下に推進されるこ

と。  

【解説】  

   本条では、中小企業憲章、中小企業基本法、小規模企業振興基本

法等の趣旨を踏まえ、中小企業・小規模企業の振興の全ての基本と

なる考え方を規定しています。  

  第１号は、中小企業者及び小規模企業者の創意工夫と自主的な努

力を前提として、中小企業・小規模企業の振興が進められるべきで

あることを明確にしています。  

   第２号は、個性あふれる中小企業・小規模企業の成長や発展を図

りつつ、将来にわたって市内で活力ある地域経済を構築するため、

本市に存在する多様な技術や特色ある地域資源等を積極的に活用し

ていくことを定めています。  

  第３号は、中小企業・小規模企業の振興については、中小企業者

及び小規模企業者を含めた関係者が相互に連携、協力して進めるこ

とを定めています。  

 

市の責務（第４条）  

 

第４条  市は、前条に規定する基本理念にのっとり、中小企業・小  

規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に実施するもの

とし、その施策の実施に当たっては、必要な情報の収集及び提供

を行うものとする。  

２  市は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施に当た  

っては、国、県、事業者、経済振興団体、金融機関及び市民と連

携して取り組むものとする。  

３  市は、特に経営資源の確保が困難であることが多い小規模企業

に配慮し、その持続的発展が図られるよう施策の実施 に取り組む

ものとする。  

４  市は、物品及び役務の調達、工事の発注等に当たっては、公平

な競争性の確保及び予算の適正な執行に留意しつつ、中小企業者

及び小規模企業者の受注の機会の確保に努めるものとする。  

【解説】  

  市が、中小企業・小規模企業の振興に向けて、様々な施策を計画  

的に実施することや関係機関と連携を図ることなどを 定めています。  

市の役割を他の主体よりも強い位置付けとするため、「責務」と

して規定しています。  

  第１項は、基本理念に基づき、市が、関係者と連携・協力して、

中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に実
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施することと、施策の実施に当たっては、必要な情報の収集及び提

供を行うことを定めています。  

  第２項は、市が、国、県、事業者、商工会議所、金融機関及び市

民と連携し、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を実施する

ことを定めています。  

  第３項は、近年の法改正にみられる小規模企業の振興・支援の取

組強化の方針に沿って、特に人的資源・物的資源・資金力・情報と  

いった経営資源の確保が困難であることが多い小規模企業について、  

施策の実施において特に配慮することの必要性があることを定めて

います。  

  第４項は、市が購入する物品や役務の調達、発注する工事等に当

たっては、予算の適正な執行や透明性、公正性、適正な履行確保等

が図れることを前提として、市が率先して中小企業者及び小規模企

業者の受注機会の確保に努めることを定めています。    

  

中小企業者及び小規模企業者の役割（第５条）  

 

第５条  中小企業者は、経済的社会的環境の変化に対応して、その

事業の成長発展を図るため、自主的に経営の向上及び改善に取り  

組み、経営基盤の強化及び経営の革新の促進に努めるものとする 。  

２  小規模企業者は、経済社会情勢の変化に対応して、その事業の

持続的な発展を図るため、自主的にその円滑かつ着実な事業の運

営を図るよう努めるものとする。  

３  中小企業者及び小規模企業者は、地域社会の担い手として、そ

の事業活動を通じ、地域経済の発展及び市民生活の向上に貢献す

るよう努めるものとする。  

４  中小企業者及び小規模企業者は、市内の雇用機会の創出、人材  

の育成、福利厚生の充実及び労働環境の整備に努めるものとする。  

５  中小企業者及び小規模企業者は、経済振興団体への加入に努め、  

市及び経済振興団体が実施する中小企業・小規模企業の振興に関

する施策に協力するよう努めるものとする。  

【解説】  

   中小企業・小規模企業の振興は、基本理念にもあるように、中小

企業者及び小規模企業者自らの自主的な努力が前提であることを規

定しています。  

第１項は、事業の成長発展を図るため、中小企業者が自主的に経

営基盤の強化と経営の革新に努めることを定めています。  

   第２項は、事業の持続的な発展を図るため、小規模企業者が自主

的に円滑かつ着実な事業の運営に努めることを定めています。     
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  第３項は、中小企業者及び小規模企業者が、地域社会における経

済的責任を自覚し、重要な役割を果たしていることから、事業活動

を通じ、地域社会の貢献に努めることを定めています。  

  第４項は、中小企業者及び小規模企業者が、雇用機会の創出、人

材の育成など雇用面での取組に合わせて、人材確保に向けた有効な

手段となる福利厚生の充実にも取り組むことで、ワーク・ライフ・

バランスを図ることができ、労働環境の整備に努めることを定めて

います。  

  第５項は、中小企業者及び小規模企業者の経営基盤の強化やの経

営の革新のため、経営相談や各種支援業務を実施している商工会議

所などの経済振興団体への加入に努め、市や経済振興団体が実施す

る中小企業・小規模企業の振興に関する施策への協力に努めること

を定めています。  

 

経済振興団体の役割（第６条）  

 

第６条  経済振興団体は、中小企業・小規模企業の経営基盤の強化

及び経営の革新の促進に対して積極的に支援するよう努めるもの

とする。  

２  経済振興団体は、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に

関する施策に協力するよう努めるものとする。  

【解説】  

経済振興団体は、中小企業・小規模企業の身近な存在として、中

小企業者及び小規模企業者に寄り添った伴走型支援に積極的に取り

組むよう、中小企業・小規模企業の振興に一定の役割を規定してい

ます。  

第１項は、経済振興団体は、市等と連携して、中小企業・小規模

企業に対して経営相談や様々な支援を行い、中小企業 ・小規模企業

の経営基盤の強化及び経営の革新の促進に積極的に取り組むよう努

めることを定めています。  

  第２項は、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施

策への協力を求めることを定めています。  

 

金融機関の役割（第７条）  

 

第７条  金融機関は、中小企業・小規模企業の資金需要に適切に対

応することにより、中小企業・小規模企業の経営の向上及び改善

に協力するよう努めるものとする。  

２  金融機関は、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関す  
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る施策に協力するよう努めるものとする。  

【解説】  

  金融機関は、資金調達や経営相談などを通して中小企業・小規模

企業に密接に関わり、経営基盤の強化を図ることができる存在であ

ることから、一定の役割を規定しています。  

第１項は、中小企業・小規模企業が事業活動を行う上で資金は不  

可欠であり、この資金の調達と中小企業・小規模企業の経営の向上、  

改善の支援について協力することを定めています。  

  なお、平成 24年８月に「中小企業経営力強化支援法」（平成 28年

７月に中小企業等経営強化法に改正）が成立し、金融機関も中小企

業に対して、専門性の高い支援を行う「経営革新等支援機関」に認

定されています。  

  第２項は、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施

策への協力を求めることを定めています。  

 

大企業者の役割（第８条）  

 

第８条  大企業者は、地域社会の一員として中小企業・小規模企業

の振興が地域経済の発展に果たす重要な役割を理解し、市が実施

する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努

めるものとする。  

【解説】  

  大企業者は、中小企業者及び小規模企業者と比較して企業数は少

なくても、地域経済において大きな影響を有しているため、市が行

う中小企業・小規模企業の振興に関する施策への協力を求めること

を定めています。  

 

市民の理解及び協力（第９条）  

 

第９条  市民は、中小企業・小規模企業の振興が地域経済の発展及

び市民生活の向上に重要な役割を果たしていることを理解し、市

が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力する

よう努めるものとする。  

２  市民は、市内において生産され、製造され、又は加工される産

品及び提供されるサービスを利用するよう努めるものとする。  

【解説】  

  第１項は、中小企業・小規模企業の振興が、結果として地域経済

の発展及び市民生活の向上につながることを理解した上で、中小企

業・小規模企業の振興に協力することを求めるものです。  
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「協力するよう努めるものとする」とは、市民に対して協力する

ことを義務付けるものではなく、あくまでも自発的な協力を期待す

るものです。  

第２項は、市民が地元産品・サービスの利用に努めることを定め

ています。  

地元の中小企業・小規模企業に関心を持っていただくことで、市  

民の皆さんが地元企業に就職することを検討いただける機会も増え、  

ひいては地元への定住が促進される、といった好循環につながって

いくことが期待されます。  

 

施策の基本方針（第 10条）   

 

第 10条  市は、第３条に規定する基本理念にのっとり、次に掲げる

基本方針に基づき、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を

講ずるものとする。  

 ⑴  経営基盤の強化及び経営の革新を促進すること。  

 ⑵  創業及び新産業の創出を促進すること。  

 ⑶  技術及び技能の保護及び向上を図ること。  

 ⑷  雇用機会の創出並びに人材の育成及び確保を図ること。  

 ⑸  地場産業の振興を図ること。  

 ⑹  地域経済の循環を促進すること。  

 ⑺  販路の開拓及び拡大を図ること。  

 ⑻  まちのにぎわいにつながる事業活動を促進すること。  

【解説】  

  ここで定めた基本方針に基づき、市がその責務として総合的に中

小企業・小規模企業振興の具体的な施策の展開を図っていくことに

なりますが、この条に規定された各項目は、中小企業者及び小規模

企業者の自助努力を前提に取り組まれるものです。  

第１号では、企業の持続又は成長に欠かせないことから、経営の

安定と改善、中小企業・小規模企業の事業拡大を促進していくこと

を定めています。  

第２号では、創業、第二創業と新しい産業を生み出すためのチャ

レンジを促進していくことを定めています。  

第３号では、従業員の職業能力開発、技術及び技能の継承、技術

の向上を図っていくこと定めています。  

第４号では、企業における働く場の創出と、企業が必要とする人

材の確保と後継者などの育成の両面を図っていくことを定めていま

す。  

第５号は、播州織、播州釣針といった地場産業の振興を図ってい
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くことを定めています。  

第６号は、地元の卸売業や小売業の活力の創出を念頭に、地域内

の経済循環の活発化を促進していくことを定めています。  

第７号は、販路の拡大や新たな取引先の開拓を促進していくこと

を定めています。  

第８号は、各産業の交流や観光との連携などを通して、商店街な

どまちのにぎわいや活性化への事業活動を促進していくことを定め

ています。  

 

財政上の措置（第 11条）   

 

第 11条  市は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を実施す

るため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。  

【解説】  

  施策の実効性の担保のひとつとして財源的な裏付けが必要で すが、

市全体としての財政を勘案しつつ、施策の優先度と効果を十分検討

したうえで、予算確保と効率的な執行に努めることを規定していま

す。  

 

施行期日（附則）  

  

この条例は、平成 31年４月１日から施行する。  

【解説】  

この条例の効力がいつから発生するかを規定しています。  


